
別添 
令和７年度鳥取市事業場排水等分析業務仕様書 

 
１ 目的 

水質汚濁防止法に基づき、工場排水等の分析を行い、市民の健康保護及び生活環境の保全を
目的とする。 

 
２ 業務期間 

契約締結日から令和８年３月３１日まで 
 
３ 分析の項目及び検体数 

別紙１及び別紙２ 鳥取市事業場排水等分析業務計画のとおり 
 
４ 実施方法 
（１） 年間計画の策定 

鳥取市は、受注者と協議の上、年間業務計画（業務の実施手順に係る計画を含む。）を作成
し、契約締結後２週間以内に受注者へ提出する。 
なお、天候その他の事情により、検体採取の日程等を変更する必要が生じた場合は、鳥取市

と受注者が協議の上、変更できるものとする。    
（２）検体採取容器の準備及び検体採取 
   受注者は、検体採取日の前日までに検体採取容器（加熱、洗浄等の必要な措置を行ったも

の）及び専用のクーラー（保冷剤入）を準備し、鳥取市に届けるものとする。 
   なお、鳥取市の指示により、年間業務計画にない採水を行う場合には、受注者が準備した

検体採取容器（加熱、洗浄等の必要な措置を行ったもの）を鳥取市が取りに行くものとする。 
鳥取市は、受注者が用意した検体採取容器（加熱、洗浄等の必要な措置を行ったもの）及び

専用のクーラー（保冷剤入）を使用して検体採取を行うものとする。 
（３）検体運搬 

鳥取市は、検体採取後速やかに受注者の分析実施場所へ検体を運搬し、別紙３採水・採取票
と共に引き渡すものとする。 

（４）分析 
ア 分析項目及び分析方法 

分析項目は別紙１及び別紙２、分析方法は環境大臣が定める排水基準に係る検定方法（昭
和４９年９月３０日環境庁告示６４号）の各項目に定めるとおりとする。 

イ 当日処理 
次の作業については、必ず鳥取市から検体を受け取った日（以下「検体搬入日」という。）

に実施すること。 
（ア）金属類、溶解性鉄、溶解性マンガン、フェノール類、有機燐、シアン化合物、ノルマ

ルヘキサンに係る保存処理（工場排水試験法（JIS K0102）に定める方法） 
（イ）大腸菌数試験に係る培養 
ウ 分析の記録保存 

受注者は、分析の再現が可能となるように、分析日、分析者名、分析操作の過程の詳細
（採取量、滴定値、希釈率等）、分析結果（チャート等）、計算式その他分析操作の詳細を
分析台帳に記録すること。 
なお、分析結果、計算の確認は分析者以外の者が行い、確認の終了時に日付及び確認者 

名（サイン又は押印）を記載すること。 
また、分析台帳は保存しておくとともに、鳥取市が提出を求めた際には、速やかに提出す

ること。 
エ 検体の保存 

検体は、測定結果の報告後１週間、冷暗所（０℃から１０℃まで。ただし、揮発性有機化
合物測定用検体にあっては、４℃以下で凍らせないようにすること。）で、保存すること。 

（５）結果報告 
ア 逐次報告 

測定結果は、検体搬入日からおおむね３０日以内に鳥取市へ報告すること。 



なお、測定結果が基準に適合しない場合は、全項目の分析結果を待たず、当該結果確定
後、直ちに鳥取市へ報告すること。 

イ 最終報告及び検査 
受注者は、全ての業務が完了したときは、令和８年３月３１日までに全ての結果を取り

まとめた最終報告書（Ａ４版）を１部、鳥取市に提出し、鳥取市の検査を受けること。 
なお、鳥取市の検査合格をもって、委託業務の完了とする。 

 
５ 精度管理 
（１）外部精度管理の実施及び報告 

ア 委託業務に係る契約期間内に、環境省、一般社団法人日本環境測定分析協会又は公益社
団法人日本分析化学会が実施する外部精度管理事業に１回以上、かつ、鳥取県生活環境部
衛生環境研究所（以下「衛生環境研究所」という。）が実施する外部精度管理事業に必ず参
加し、その結果報告書及びその結果に対する自社検討結果を結果判明後３０日以内に鳥取
市へ報告すること。 

イ 外部精度管理を受ける項目は、鳥取市と協議し決定すること。 
ウ 報告結果から試験精度について問題があると判断されるときは、鳥取市による立入検査
を受け、問題の解決を図ること。 

（２）内部精度管理結果の報告 
ア 受注者は、契約締結後、分析業務を開始するまでに、内部精度管理の実施方法を鳥取市に
報告すること。 

イ 鳥取市が内部精度管理の実施記録の提出を求めた場合は、速やかに提出すること。 
（３）立入検査 

委託業務に係る契約期間中に必要に応じて鳥取市は立入調査等を実施する。 
なお、受注者は、委託業務に係る試験方法等に改善の必要性があると認められる場合は、速

やかに改善を図ること。 
 
６ 委託料の支払 
（１）受注者は、４の（６）のイの最終報告が合格と認められた通知を受けた後、速やかに委託業

務に係る委託料の請求書を鳥取市へ提出するものとする。 
（２）鳥取市は、正当な請求書を受理した日から３０日以内に請求に係る委託料を支払うものと

する。 
 
７ 権利義務の譲渡等の禁止 

委託業務に係る契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又
はその権利を担保の目的に供することはできない。ただし、あらかじめ鳥取市の承認を得た
場合はこの限りでない。 

 
８ 守秘事項等 
（１）受注者は、委託業務における成果物（中間成果物を含む。）を当該業務においてのみ使用す

ることとし、これらを蓄積したり、他の目的に使用してはならない。 
（２）受注者は、委託業務の履行に当たって、知り得た秘密を漏らしてはならない。 
（３）受注者は、委託業務に従事する者並びに９の規定により委託業務を再委託する場合の再委 

託先及びそれらの使用人に対して、（１）及び（２）の規定を遵守させなければならない。 
（４）鳥取市は、受注者が（１）から（３）までの規定に違反し、鳥取市又は第三者に損害を与え

た場合は、受注者に対し委託業務に係る契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる
ものとする。 

（５）（１）から（４）までの規定は、委託業務に係る契約期間の満了後又は契約解除後も同様と
する。 

 
９ 一部再委託 
（１）受注者は、業務の一部を再委託する場合は、鳥取市の承認を受けなければならない。 
（２）鳥取市は、次のいずれかに該当する場合は、（１）の承認をしないものとする。ただし、ア

及びイについては、特段の理由がある場合にはこの限りでない。 



ア 再委託の契約金額が、委託業務に係る委託料の額の５０パーセントを超える場合 
イ 再委託する業務に、委託業務の中核となる部分が含まれている場合 
ウ 再委託先における分析記録及び検体の保存並びに精度管理の確保が、受注者の責任にお
いて実施できない場合 

（３）受注者は、（１）の承認を受けて再委託を行う場合、再委託先に委託業務に係る契約に基づ
く一切の義務を遵守させるとともに、鳥取市に対して責任を負わせるものとする。 

 
10 仕様書遵守に要する経費 

この仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。 
 
11 雑則等 
（１）受注者は、委託業務に係る契約期間中、鳥取市から委託業務の進捗状況の報告を求められ

た時は、速やかに報告しなければならない。 
（２）受注者はこの仕様書に不備や疑義が生じた場合は、鳥取市と十分協議の上、遺漏のないよ

う委託業務を行うものとする。 
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17 智頭町 株式会社楽粹 T-1 1 1 - 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
57(63ハ,ホ,65) 岩美町 FDK鳥取株式会社 T-2 1 1 - 1 1 - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 22

66-5 岩美町 日本海ゴルフ倶楽部　稲葉山コース T-3 1 1 - 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
66-2 岩美町 明石家 T-4 1 1 - 1 1 - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - 8
73 八頭町（八東）丹比中央浄化センター T-5 1 1 - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39
72 八頭町（八東）八東中央処理区農集排水処理施設 T-6 1 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
72 八頭町（八東）安部中央農業集落排水処理施設 T-7 1 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
73 智頭町 智頭浄化センター T-8 1 1 - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39
72 智頭町 南因地区農業集落排水処理施設 T-9 1 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
72 智頭町 山形地区農業集落排水処理施設 T-10 1 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
72 智頭町 山郷地区農業集落排水処理施設 T-11 1 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
72 智頭町 奥山形地区農業集落排水処理施設 T-12 1 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

岩美町 太宝鉱山 T-14 1 1 - 1 - - - 1 1 - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - 16
岩美町 岩美鉱山 T-15 1 1 - 1 - - - 1 1 - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - 16

5 有 河原町 マルサンアイ鳥取株式会社 T-13 1 1 - 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 6
23 佐治町 佐治川産業㈱ T-14 1 1 - 1 - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
23 鳥取市 三洋製紙株式会社 T-15 1 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
71 鳥取市 ＪＲ西鳥取車両支部 T-16 1 1 - 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
72 鳥取市 医療法人社団　尾﨑病院 T-17 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
72 鳥取市 鳥取刑務所 T-18 1 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
64-2 鳥取市 鳥取市水道局江山浄水場 T-19 1 1 - 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
1-2(ロ) 河原町 鳥取放牧場 T-20 1 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
72 鹿野町 勝谷地区農業集落排水処理施設 T-21 1 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
73 鹿野町 鹿野浄化センター T-22 1 1 - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39
73 鹿野町 鹿野町今市浄化センター T-23 1 1 - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39
72 気高町 瑞穂地区農業集落排水処理施設 T-24 1 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
72 気高町 宝木南部地区農業集落排水処理施設 T-25 1 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
72 気高町 逢坂南地区農業集落排水処理施設 T-26 1 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
73 気高町 浜村浄化センター T-27 1 1 - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39
72 青谷町 亀尻地区農業集落排水処理施設 T-28 1 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
72 青谷町 日置谷地区農業集落排水処理施設 T-29 1 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
72 青谷町 栄町コミニティプラント T-30 1 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
72 青谷町 勝部地区農業集落排水処理施設 T-31 1 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
72 青谷町 日置地区農業集落排水処理施設 T-32 1 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
73 青谷町 青谷浄化センター T-33 1 1 - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39

35 35 1 35 8 1 1 35 9 7 6 9 9 11 9 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 10 10 7 9 9 9 9 9 8 6 6 0 407

別紙１　鳥取市事業場排水等分析業務計画（事業場）
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　別紙２　鳥取市事業場排水等分析業務計画（飲用水）
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1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1鳥
取
市
気 高 睦逢の湧水

生活環境項目 飲料水項目

鳥
取
市
気 高 布勢の清水



天候（前日：　　　　　当日：　　　　　）採水者（　　　　　　　　）　　　

検体番号 採取場所 事業所名 採取時間 気温 水温 ｐＨ 外観、臭気の有無

T-

T-

T-

T-

T-

T-

T-

採水・採取票　（事業場）

令和　年　月　日

別紙３


